
基本情報

平成25年度事務事業評価表（基本）

事務事業名
かつしかあんしん
ネットワーク事業

重点評価
区分

重点
担当部 福祉部

担当課 高齢者支援課（障害福祉課）

１　事務事業の概要

開始年度 平成15年度 根拠法令 ―

性質区分 サービス提供 実施形態 地域との協働

対象者 ①65歳以上のひとり暮し又は同等のリスクのあると判断される高齢者②単身障害者

裁量区分 あり

実施内容
（事務事業の実施
内容、手段、過去
の改善実績等）

【概要】
　ひとり暮らし又は、ひとり暮らしと同等のリスクのある65歳以上の高齢者や肢体不自由１～３級、
視覚障害１～２級、聴覚障害2級の身体障害者の方々を対象として、毎日の生活で何らかの支障が出
ても、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、高齢者支援課・高齢者総合相談センター
（地域包括支援センター）、障害福祉課が中心となって、民生児童委員、地域の自治町会やボラン
ティア等の協力を得ながら、地域全体で見守り、支援する仕組みをつくる。
【活動内容】
①　高齢者については、3年に１度の民生委員児童委員が行う戸別訪問による実態調査の際、対象者
に登録の意向調査を行う。それ以外の年においては、新たに65歳になった単身者及び転入した65歳以
上の単身者に対し、郵送での意向調査を行う。
　　障害者については、名簿登録又は見守り希望に沿って提出された登録カードを民生児童委員と障
害福祉課職員が保管し対応する。
②　「かつしかあんしんネット情報登録カード」を作成し、緊急連絡先等の情報を、あんしんネット
推進機関及び民生児童委員が保管し、万が一のとき、本人に代わって連絡できるように備える。ま
た、定期的な見守りを希望する高齢者については、高齢者総合相談センター職員が訪問を行う。
【過去の改善実績】
平成15年度以降、徐々に対象者を拡大しながら実施している。（平成17年度区内全域、平成18
年度肢体不自由1～3級の身体障害者、平成24年度は視覚障害1～2級、聴覚障害2級を加える。）

２ 施策及び事務事業目的

実績情報

２ 施策及び事務事業目的

施策
番号

施策 0802 支援が必要な高齢者等を地域で支えあうしくみをつくります

事務事業目的
　ひとり暮らし高齢者と障害者が、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる
地域作りをする。

１　成果指標の達成状況

成果指標 指標の根拠 単位 区分 ２２年度 ２３年度 ２４年度

あんしんネット登録率
あんしんネット登録者数
／対象者数×100

％
目標 32 32 32

実績 21 33 35

― ― ―
目標 ― ― ―

実績 ― ― ―

２　活動指標の達成状況

活動指標 指標の根拠 単位 区分 ２２年度 ２３年度 ２４年度

かつしかあんしんネット情報登
録カード登録者数

情報登録カードに登録し
ている累積人数

人
目標 1,600 1,600 1,600

実績 3,539 5,179 5,900

― ― ―
目標 ― ― ―

実績 ― ― ―

― ― ―
目標 ― ― ―

実績 ― ― ―

― ― ―
目標 ― ― ―

実績 ― ― ―

1

資料１



３　コスト内訳（決算）

項目 単位 ２４年度

収
入

特
定
財
源

国庫支出金 千円 0

都道府県支出金 千円 275

その他 千円 0

一般財源（a） 千円 4,620

報償費 千円 14

消耗品費 千円 22

通信運搬費 千円 221

委託費 千円 293

千円

千円

千円

千円

千円

千円

職員人件費（ｃ） 千円 4,345

人件費
千円 4,345

人 0.55

再雇用職員
千円 0

人 0.00

間接費（ｄ） 千円 0

支
出

直接事業費（ｂ） 千円 550

調整額（ｅ） 千円 440

減価償却費 千円 0

金利 千円 0

退職給与引当 千円 440

（控）コスト対象外 千円 0

トータルコスト（ｆ）
（ｂ＋ｃ＋ｄ＋e）

千円 5,335

４　単位あたりコスト

項目 単位 ２４年度

単位の定義
かつしか・あんしんネット情

報登録カード登録者数

実績数値（g） 人 5,900

単位あたり区単コスト（a/ｇ） 円 783

単位あたりコスト（ｆ/ｇ） 円 904
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過年度の実績状況の評価と今後の方向性

今後の方向性

改善

・かつしかあんしんネット情報登録カードを電子データ化し、福祉総合システム
内の他の情報と併せてリスト化できるように福祉総合システムの改修を行う。
・東京都住宅供給公社と区との間で、安否確認に係る連絡協議会を定期的に開催
し、協力体制を強化していく。
・情報登録カードに安否確認のチェック項目（新聞が溜まっている、洗濯物が干
されていない等）を新たに加えるなど、「緊急時」の判断材料していくことを検
討する。

実績状況の評価

【高齢者】ひとり暮らし高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らしを続けていくことができ
るよう、地域全体で見守り、支援する仕組をつくることを目的として平成15年度から本事業
を開始した。民生児童委員及び高齢者総合相談センターが中心となって登録の呼びかけを行
い、また、高齢者支援課が郵送での意向調査を行うことにより登録を受けている。現在、ひ
とり暮らし高齢者等は増加傾向にあり、より効果的に生活の安定や社会的孤立の防止等を図
るため、事業の運営方法を見直す必要がある。また、今後策定される地域防災計画との調整
を図る必要がある。（平成24年度末：5767人）
【障害者】東日本大震災を契機として、対象とする障害種別を再検討した。その結果、対象
とする障害種別の範囲を拡大することとし、民生児童委員協議会の同意を得て平成24年度に
協定書を変更した。（平成24年度末：133人）

平成25年度事務事業評価表（重点評価）

事務事業名 かつしかあんしんネットワーク事業

担当部 福祉部

担当課
高齢者支援課

（障害福祉課）

目標

目標

目標

目標

２　今後の活動目標及び活動指標の目標値

活動目標 視点 活動指標 単位 区分 ２５年度 ２６年度 ２７年度

目標

目標

１　今後の成果指標の目標値

成果指標 指標の根拠・計算式など 単位 区分 ２５年度 ２６年度 ２７年度

討する。
・日頃から高齢者や障害者と接する機会が多い企業や団体に対し、見守り活動へ
の協力を呼びかける。
・高齢者総合相談センター職員による75歳到達者戸別訪問や「ひとりぐらし実態
調査」（26年度実施）の結果を踏まえ、本事業の対象者の概念を整理する。

継続

「今後の方向性」に基づく取組内容

行政評価委員会の意見や予算編成等の結果を踏まえ、年度末

に記載し、区民に公表します。
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かつしかあんしんネット登録者のイメージ（ひとりぐらし高齢者） 

（注）平成 23年度ひとりぐらし高齢者実態調査で、近隣との交流の状況を「挨拶程度の最小限度の付き合い」と回答した人の割合 ３４．５％

＜孤立傾向あり（注）＞

３４．５％

＜孤立傾向なし＞

・社会参加している

          町会・自治会

          高齢者クラブ

          趣味・楽しみのための活動

          ジョギングやスポーツ

          ボランティア、NPO、市民活動
・介護サービスを導入している 等

Ｂ：あんしんネット登録者 

 約５，８００人（約３６％） 

客
観
的
に
は
見
守
り
が
必
要
と
思
わ
れ
る
が
、
登
録
を
希
望
し
て
い
な
い
方
々

本来の「あんしんネット」対象者（Ａ＋Ｂ） 

A B’ Ｂ′：孤立傾向はないが、 

＜心配で登録を希望する人＞の割合 
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平平成成 2244 年年 1111 月月１１日日

かかつつししかかああんんししんんネネッットトののごご案案内内とと

希希望望調調査査ににつついいてて

飾飾区区ににはは、、安安心心ししてて暮暮ららせせるる地地域域づづくくりりをを目目指指ししてて、、ひひととりり暮暮ららししのの高高齢齢

者者のの方方をを対対象象ととししたた「「かかつつししかかああんんししんんネネッットトワワーークク」」のの仕仕組組みみががあありりまますす。。

ここののたたびびはは、、平平成成 2233 年年 55 月月 11 日日以以降降 6655 歳歳にになならられれたた方方、、 飾飾区区にに転転入入ささ

れれたた 6655 歳歳以以上上のの方方にに「「かかつつししかかああんんししんんネネッットト 情情報報登登録録カカーードド」」（（同同封封））

ののごご案案内内ををいいたたししまますす。。

「「かかつつししかかああんんししんんネネッットト情情報報登登録録カカーードドののごご案案内内」」（（ううらら面面））ををおお読読みみいい

たただだいいてて、、登登録録をを希希望望すするる方方はは、、同同封封のの「「情情報報登登録録カカーードド」」にに必必要要事事項項ををごご

記記入入ののううええ、、返返信信用用封封筒筒にに入入れれてて、、ごご返返送送くくだだささいい。。

ななおお、、定定期期的的なな見見守守りりをを希希望望さされれるる方方はは、、担担当当地地域域のの高高齢齢者者総総合合相相談談セセンン

タターーへへごご連連絡絡くくだだささいい。。（（別別紙紙、、「「高高齢齢者者総総合合相相談談セセンンタターーののごご案案内内」」ををごご確確

認認下下ささいい。。））

＊＊提提出出期期限限 平平成成 2244 年年 1111 月月 3300 日日

＊＊問問いい合合わわせせ先先 飾飾区区福福祉祉部部高高齢齢者者支支援援課課高高齢齢者者相相談談係係

担担 当当 ：： 東東山山 ・・ 鈴鈴木木 ・・ 高高橋橋

電電 話話 :: （（55665544））88225577
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情報登録カードのご案内 

「いつまでも住みなれた地域で、安心して暮らしたい」 

かつしかあんしんネットは、ひとり暮らしの高齢者や障害者の皆様が、住みなれた地域

で安心して暮らしていただけるように、地域全体で見守り、支援する仕組みです。 

 登録を希望する方に、「かつしかあんしんネット登録カード」を作成していただき、民生

委員・高齢者総合相談センター・高齢者支援課（または障害福祉課）がお預かりいたしま

す。 

●●● 登録カードの活用例 ●●● 

＊ 万一のとき（重い病気や怪我など、このまま放置できない状態にあるとき、安否確認

が必要なとき等）、本人に代わって緊急連絡先に連絡できるように備えます。 

＊ 万一のとき、警察や消防署など協力機関に必要な情報を提供します。 

＊ 定期的な見守りを希望される高齢者の方には、高齢者総合相談センター職員が訪問し、

日常の悩みや不安をお伺いし、安心して生活していただくための方法をご提案いたしま

す。 

●●● 対象となる方 ●●● 

65歳以上のひとり暮らしの高齢者、または、ひとり暮らしと同様の状況にある方。 

64歳以下の、肢体不自由１～3級等の障害者の方については障害福祉課5654-8430

へお問い合わせください 

●●● 問い合わせ先 ●●● 

葛飾区福祉部高齢者支援課高齢者相談係 5654-8257（直通） 

担当地域の高齢者総合相談センター（別紙、「高齢者総合相談センターの案内をご覧くださ

い」
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別紙 

高齢者総合相談センターのご案内 
（地域包括支援センター） 

高齢者総合相談センターは、高齢者の皆様が住みなれた地域で安心して暮ら

すために設置された身近な相談窓口です。 

「いつまでも住みなれた地域で、安心して暮らしたい」 

介護保険や介護の問題、ひとり暮らしの不安など、何かお困りごと等がござ

いましたら、遠慮なく、担当地域の高齢者総合相談センターへお電話ください。 

保健師や看護師、介護福祉士等の職員が、高齢者の方やご家族の相談に応じま

す。＜担当地域については、うら面をご覧ください＞ 

かつしかあんしんネットに関するお問い合わせなど 

開設時間  月曜から金曜日 午前９時～午後7時 

          土曜日     午後９時～午後5時30分 

日曜・祝祭日・年末年始はお休みです。 

高齢者総合相談センター青戸 ５６２９－５７１９

高齢者総合相談センターお花茶屋

高齢者総合相談センター高砂 ５８８９－８６００

高齢者総合相談センター亀有 ６２４０－７６３０

5

6

7

8

10

9

高齢者総合相談センター柴又 ５８７６－９５３１

1

2

3

4

高齢者総合相談センター水元 ３８２６－２４１９

高齢者総合相談センター金町 ３８２６－５０３１

高齢者総合相談センター新宿 ３８２６－８７２６

５６７０－５２１２

高齢者総合相談センター新小岩 ５８７９－９３２８

５６７１－２４７１

高齢者総合相談センター堀切 ３６９７－７８１５

高齢者総合相談センター立石 ６６５７－６１４０

高齢者総合相談センター東四つ木 ５６９８－２２０４

13

11

12 高齢者総合相談センター奥戸
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街区番号

街区番号 ２丁目 ４～６、７（３～７）、８～２２

水元 ３丁目 １～１７、１９

１丁目 １～１８ ４、５丁目 全　域

２丁目 ５～１９、２３～４１ ６丁目 １（４～１３）、２～４１

３～６丁目 全　域 ７、８丁目 全　域

西水元 ３丁目 ３～１２、１７～２３

南水元 ４丁目 全　域

２～８

街区番号

街区番号 亀　有

１、２丁目 全　域 １丁目 ２１～３３

３丁目 １～２８ ２丁目 ５３～５４

４～５丁目 全　域 ３丁目 ８～１４、２１～３２、３４～４３

１丁目 １９～２２ ４丁目 全　域

２～６丁目 全　域
金町浄水場

街区番号

街区番号 １丁目 ２～４２

新宿 ６丁目 全　域 ２～６丁目 全　域

東金町 宝　町 １丁目 ３～５

１丁目 19 小　菅

２丁目 １～４、２０～２２

水元公園 1

街区番号

堀　切 ７、８丁目 全　域

街区番号 １丁目 １～２０

高　砂 １～４丁目 全　域 ２丁目 １～５２、５５～６０

鎌　倉 ３丁目 １～７、１５～２０、３３

細　田 お花茶屋

１、２丁目 全　域

３丁目 １～２、１３～１６、２４～３２

東堀切

街区番号

高　砂 ５～８丁目 全　域

柴　又

金　町 １丁目 １～１８、２３

新　宿 ３丁目 ２９～３３ 街区番号

東四つ木

四つ木

東立石

街区番号 堀　切 １丁目 1

１丁目 １４（９～２０）、１５（８～２０）、１６～１９

２丁目 １～５

３丁目 ４（７～２０）、５～１６

４～８丁目 全　域 街区番号

西新小岩 ３～５丁目 全　域 立　石

奥　戸 １丁目 全　域

２丁目 １～３、７（１～２、８～１７）

３丁目 ２０～４１

６丁目 １（１～３、１４～１７）

街区番号 １丁目 １～２、６～２７

１丁目 １～１３、１４（１～８、２１～２３）、１５（１～７、２１～２５） ２丁目 全　域

２丁目 ６～２８

３丁目 １～３、４（１～６、２１～２２）

西新小岩 １～２丁目 全　域

新小岩

高齢者総合相談センター担当地域一覧
(平成24年4月1日～）

高齢者総合相談センター　水　元
（水元１－２６－２０）

電話 ３８２６－２４１９　FAX ３８２６－２３６４

高齢者総合相談センター　青　戸
(青戸３－１３－１９）

電話 ５６２９－５７１９　FAX ５６２９－５７１８
 高齢者総合相談センター水元　金町地区センター出張相談窓口

（東金町１－２２－１金町地区センターロビー） 町丁

町丁

青　戸

全　域

東水元

全　域 白　鳥

水元公園 高齢者総合相談センター　亀　有
（亀有４－４０－６）

電話 ６２４０－７６３０　FAX ６２４０－７６３８
高齢者総合相談センター　新　宿

（新宿２－１６－４）
電話 ３８２６－８７２６　FAX ３８２６－８７２５ 町丁

町丁 　　全　域

新　宿
西亀有

金　町

高齢者総合相談センター　堀　切
（堀切２－６６－１７）

電話 ３６９７－７８１５　FAX ３６９７－７８６２

全　域

高齢者総合相談センター　金　町
（東金町１－３６－１－１０８）

電話３８２６－５０３１　FAX３８２６－５０３２ 町丁

町丁
堀　切

全　域

東水元
全　域

　　高齢者総合相談センター　お花茶屋
（白鳥１－１２－２０石倉ビル1階）

電話 ５６７１－２４７１　FAX ５６７１－２４７２高齢者総合相談センター　高　砂
（高砂３－２７－１２）

電話 ５８８９－８６００　FAX ５８８９－８６０１
町丁

全　域

町丁

西亀有

全　域
全　域

高齢者総合相談センター　柴　又
（柴又１－４７－７－１０２）

電話 ５８７６－９５３１　FAX ５８７６－９５３２

白　鳥

全　域

全　　域

青　戸　　高齢者総合相談センター　新小岩
（新小岩２－１０－１５－１０４）

電話５８７９－９３２８　FAX５８７９－９３２９

町丁
高齢者総合相談センター　東四つ木

（東四つ木２－２７－１）
電話 ５６９８－２２０４　FAX ５６９８－２１７０全　域

町丁

高齢者総合相談センター　奥　戸
（奥戸３－２５－１）

電話 ５６７０－５２１２　FAX ５６７０－１４８９

全　域

全　域

町丁
宝　町

東新小岩 開設時間　　月曜日～金曜日　　午前9時～午後7時
　　　　　　　　土曜日　　　　　　　　午前9時～午後5時30分

※高齢者総合相談センター水元金町地区センター出張相談窓口の開設時
間については、お問い合わせください。全　　域

町丁

東新小岩

　　高齢者総合相談センター　立　石
（立石１－９－１２－１０２）

電話 ６６５７－６１４０　FAX ６６５７－６１４１

町丁

全　域
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地区民児協  氏名            

かつしかあんしんネット 情報登録カード
 このカードは、緊急事態の時に活用するカードです。

 高齢者総合相談センター     、民生委員、高齢者支援課に以下の情報を

登録します。

平成    年   月  日現在

ふりがな

氏 名

生年月日
明治 ・ 大正 ・ 昭和

    年  月   日（  歳）
血液型

住 所 飾区     丁目    番    号

電 話 携帯電話

◆緊急連絡先（例 親族等 本人の希望順に）

①

ふりがな
関係

氏 名

住 所

電 話 携帯

備 考

②

ふりがな
関係

氏 名

住 所

電 話 携帯

備 考

◆かかりつけ医（緊急時に連絡してほしいところ）

医療機関名 診療科

主 治 医 電 話

病   名

私は、かつしかあんしんネット情報登録カードに登録し、私の生命について緊

急な（放置できない）状態が生じた時に、このカードの情報を、対応した医療機

関、警察署、消防署、区役所に提供し、活用することを承諾します。

本人署名            

（高齢者用）
平成 24年度
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平成２４年１２月１日 

飾区障害福祉課 

   かつしか・あんしんネットのご案内と希望調査について 

（障害者用） 

飾区では、安心して暮らせる地域づくりを目指して、ひとり暮らしの障害者の

方を対象とした「かつしか・あんしんネットワーク」の仕組みがあります。裏面の「か

つしか・あんしんネットのご案内」をご参照ください。 

  このお知らせは、 飾区に居住する身体障害者のうちで、①ひとり暮らし又はひと

り暮らしと同様の状況にある②肢体不自由１～３級、視覚、聴覚 1～2 級の手帳を

お持ちの③６４歳以下の方にご案内しています。 

                      記 

１ 提出書類 

  見守り登録を希望される方は、同封の「情報登録カード」にご記入のうえ、

「提出用」を返信用封筒に入れ、ご返送ください。 

  ２枚目の「ご本人様控え」はお手元に保管ください。 

２ 提出期限  

  平成２４年１２月２０日 

   ＊問い合わせ先  飾区役所 障害福祉課 身体障害相談係  

５６５４－８３０２（直通） 担当 松崎・金子

10
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ひとり暮らしの障害者のための 

（ 障 害 者 用 ） 

ひとり暮らしの高齢者や障害者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるように、地域

全体で支えあい、見守る仕組みです。 

 ○ひとり暮らしの 

○ひとり暮らし又はひとり暮らしと同様の状況にある 

６５歳以上の高齢者 及び６４歳以下の肢体不自由１～３級、視覚、聴覚 1～2 級の身体障害

者の方。 

○見守りを希望する方に、情報登録カード（別紙）を作成・提出していただき、障害福祉課・民生   

委員で管理いたします。 

①万一（緊急）の時に警察や消防署など協力機関に情報を提供し、緊急の対応に備えます。 

②定期的な見守りを希望される方に、訪問・声かけ等安心して生活できるような方法を提案しま

す。 

６４歳以下の身体障害者の方 

飾区 障害福祉課 身体障害者相談係   ０３－５６５４－８３０２（直通） 

６５歳以上の高齢者の方 

飾区 高齢支援課 高齢者相談係      ０３－５６５４－８２５７（直通）  

かつしか・あんしんネットとは？ 

何 を す る の？

問い合わせ

対  象   は  ？

11



（障害者用）                                （ 提出用 ）

かつしかあんしんネット 情報登録カード
 このカードは、緊急事態の時に活用するカードです。

 民生委員、障害福祉課に以下の情報を登録します。

平成   年   月   日現在

ふりがな

障害名
氏 名

生年月日 昭和  年   月   日（  歳）障害等級  種  級

住 所 飾区      丁目    番    号

電 話 携帯電話

◆緊急連絡先（例 親族等） 

①

ふりがな
関係

氏 名

住 所

電 話 携帯

備 考

◆かかりつけ医（緊急時に連絡してほしいところ）

医療機関名 診療科

主 治 医 電 話

病   名

◆訪問希望

訪問見守りを希望する   訪問を希望しない

私は、かつしかあんしんネット情報登録カードに登録し、私の生命について緊

急な（放置できない）状態が生じた時に、このカードの情報を、対応した医療機

関、警察署、消防署、区役所に提供し、活用することを承諾します。

本人署名            
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基本情報

実績情報

32.00

平成15年度 根拠法令

地域との協働

２１年度成果指標

①65歳以上のひとり暮し又は同等のリスクのあると判断される高齢者②単身障害者

あり裁量区分

実施内容
（事務事業の実施
内容、手段、過去
の改善実績等）

事務事業意図
ひとり暮らし高齢者と障害者が、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる地域作りをす
る。

２２年度 ２３年度指標の根拠 単位 区分

担当部かつしかあんしん
ネットワーク事業

【概要】
　 ひとり暮らしもしくは、ひとり暮らしと同等のリスクのある65歳以上の高齢者や肢体不
自由１～３級の身体障害者の方々を対象として、毎日の生活で何らかの支障が出ても、住み
慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、あんしんネット推進機関（地域包括支援セン
ター・障害福祉課）が中心となって、民生委員、地域の自治町会やボランティアの協力を得
ながら、地域全体で見守り、支援する仕組みである。
【手段】
　①定期的見守りを希望する高齢者・障害者に対しては、積極的に訪問系サービスを導入す
るとともに、利用者情報をあんしんネット推進機関で管理して必要なサービスに結び付け安
定した生活を支援する。
　②希望しない高齢者・障害者、またはサービスを利用していない高齢者・障害者に対して
は、自治町会や高齢者クラブなど地域の協力機関によるさりげない見守りを行い、支援が必
要な状況を発見した時にはあんしんネット推進機関や地区担当民生委員に連絡してもらい、
必要なサービスにつなげる。
　③希望する方には「あんしんネット情報登録カード」を作成し、緊急時に警察、緊急連絡
先等の連絡に活用する。

施策

名称

意図 支援を必要としている人を地域ぐるみで支えている。

地域支援体制の整備

開始年度

対象者

性質区分 サービス提供 実施形態

福祉部

担当課 高齢者支援課

―

事務事業名
重点評価
区分

―

32.00 32.00

実績 33.02
あんしんネット登録率

利用申込者数／対象地域
内事業利用対象者数×
100

％
目標

18.51 20.65

２２年度

―
― ― ―

目標

― ―

―

２１年度

かつしか・あんしんネット情報
登録カード登録者数

情報登録カードに登録し
ている累積人数

人
目標 1,600 1,600

2,894 3,539

実績 73

― ―

実績

２３年度

２　活動指標の達成状況

指標の根拠 単位 区分

80

活動指標

定期訪問希望者数
定期的な見守りのサービ
スを調整をした累積人数

人
80

114 135

1,600

実績 5,179

目標 80

― ― ―
目標

―

― ― ―
目標 ―

― ―

―

―

実績 ―

―

平成24年度事務事業評価表（基本）

１　成果指標の達成状況

１　事務事業の概要

２　施策及び事務事業意図

―

実績 ― ― ―
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0

315405

0

385

405

0

千円 0

135

0

0

13

2,939

23

138

00

3,645

千円 245

千円 0

4,455 3,645

人 0.55 0.45

0

385

0.00

0

0.00

0 0

千円

0

3,392千円

0.35

金利 千円

千円

5,297 4,525

0

報償費

修繕料

トータルコスト（ｆ）
（ｂ＋ｃ＋ｄ＋e）

３　コスト内訳（決算）

25

千円

委託料

特
定
財
源

都道府県支出金

その他

直接事業費（ｂ） 千円

千円

52

千円

0

千円

燃料費 千円 0

調整額（ｅ）

再雇用職員

手数料

人

千円

人件費

使用賃借

千円

千円職員人件費（ｃ）

収
入

一般財源（a）

千円

国庫支出金

0

245

19

0

4,455

間接費（ｄ） 千円 0

0.00

千円

0

支
出

（控）コスト対象外

千円

0

315

277

0

2,800

2,800

237

２２年度

0

0

項目 単位

457

182

２１年度

千円

退職給与引当

減価償却費

145

0 0

消耗品費

4,730 3,883

14

475

0

通信運搬 千円

0 0

0

293

0

0

千円

0

２３年度

４　単位あたりコスト

項目 単位 ２１年度 ２２年度 ２３年度

1,279 655

単位の定義 かつしか・あんしんネット情報登録カード登録者数

実績数値（g） 人 2,894 3,539 5,179

単位あたり区単コスト（a/ｇ） 円 1,634 1,097 567

単位あたりコスト（ｆ/ｇ） 円 1,830
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